
　事業活動により発生する廃棄物の処理は排出事業者に責任があります。

廃棄物の最終処分場がひっ迫している今、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再利用（リユース）、

再生利用（リサイクル）が求められています。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」

に基づき、廃棄物の減量化、適正処理に努めましょう。
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　産業廃棄物とは、事業活動に伴って工場、事務所などから生じた廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」（以下、廃棄物処理法という）で定めた２０種類の廃棄物をいいます。このうち、爆発性、毒性、感染性その

他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがある性状を有するものは「特別管理産業廃棄物」と定めてい
ます。

廃硫酸、廃塩酸などの弱酸性廃液（水素イオン濃度指数（pH）2.0を超え
るもの）

苛性ソーダ廃液、アンモニア廃液などの弱アルカリ性廃液（水素イオン
濃度指数（pH）12.5未満のもの）

ガラスくず、耐火れんがくず、コンクリートくず（工作物の新築、改築
又は除去により生じたものを除く）、陶磁器くず、石膏ボードなど

鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂（塗料かす等を含むものを除く）、キュ
ーポラのノロ、ボタ、不良鉱石、粉炭かすなど

工作物の新築、改築又は除去により生じたレンガの破片、アスファルト
の破片、かわらの破片など

建設業（工作物の新築、改築又は除去により生じたものに限る）から生
じた畳、繊維工業（衣服その他の繊維製品製造業を除く）から生じたじ
ゅうたん、木綿くずなどの天然繊維くず

建設業（工作物の新築、改築又は除去により生じたものに限る）、パル
プ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業（新聞巻取紙を使用して印
刷発行を行うものに限る）出版業（印刷出版を行なうものに限る）、製
本業、印刷物加工業から生じた紙くず

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した野菜か
す、魚や獣の骨、皮、内臓などのあら、醸造かす、発酵かすなどの動物
又は植物に係る固形状の不要物
※魚市場、飲食店などから排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業系
一般廃棄物

建設業（工作物の新築、改築又は除去により生じたものに限る）、木材
又は木製品製造業（家具の製造業を含む）、パルプ製造業、輸入木材卸
売業から生じた木くず、貨物の流通のために使用したパレット（パレッ
トへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む）に係る木
くず及び物品賃貸業に係る木くず

鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タ
ールピッチなどの廃油類

◎産業廃棄物の種類

◎特別管理産業廃棄物の種類

◎水銀廃棄物

廃PCB及びPCBを含む廃油、紙くずのうちPCBが塗布され、又は染み込んだも
の、廃プラスチック類又は金属くずのうちPCBが付着し、又は封入されたもの、
陶磁器又はがれき類のうちPCBが付着したもの、廃PCB又はPCB汚染物を処分す
るために処理したもの（省令で定める基準に適合しないものに限る）

建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事
から排出されるプラスチックシートなどで石綿の付着しているおそれのあるも
の、大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん施設で集
められた飛散性の石綿など

検査業に属する施設等において生じた廃水銀又は廃水銀化合物、水銀又は水銀
化合物又は水銀使用製品が産業廃棄物になったものから回収した廃水銀、水銀
廃棄物処理施設等で回収した廃水銀等の処理物（水銀の精製設備を用いて行わ
れる精製に伴って生じた残さを除く）

水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、
1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、
1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、
チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン、
ダイオキシン類又はその化合物を基準値以上含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、
廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど
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　廃棄物処理法の改正により2017年10月から水銀廃棄物（廃水銀及び以下の廃棄物）の保管、処理委託、収集・運搬、処
分・再生に新たに措置が必要となりました。詳細は水銀廃棄物ガイドライン（環境省）を参照してください。（下記の URL）
①水銀使用製品産業廃棄物
　水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの（蛍光灯、蛍光ランプ、一部の電池など）
②水銀含有産業廃棄物（水銀含有ばいじん等）
　ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀を15ppm以上含有するもの

（ 環境省HP：https://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/ ）
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　委託契約は書面で行い、委託する廃棄物の書類、量、運搬先、処分方法など廃棄物処理法で定められている事
項を明記しなければなりません。また、収集運搬業者と処分業者が異なる場合には、それぞれ収集運搬委託契約
書と処分委託契約書を作成しなければなりません。
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添付すべき書類

保管期間

事業場外保管の届出
　建設工事に伴い生じる産業廃棄物を事業場外で保管する事業者（保管の用に供される場所の面積が300㎡以上）
は、あらかじめ市への届出が必要となります。なお、特別管理産業廃棄物の場合も同様です。事業場外とは、保
管場所が産業廃棄物を生じた事業場（いわゆる工事現場）と空間的に同一のものと考えられない場合です。たと
えば、道路工事における工事区間の路側帯に設けられた保管場所は非該当となり、届出は不要となります。

2

産業廃棄物の管理責任者
　廃棄物を適正処理するためには、処理の流れを掌握し、管理する責任者が必要です。条例では、産業廃棄物を生じる事
業場に、産業廃棄物管理責任者の設置を義務づけています。（直前5年間の平均発生量が産業廃棄物10トン未満かつ特別
管理産業廃棄物0.5トン未満である小規模事業場を除きます）また、廃棄物処理法では特別管理産業廃棄物を少量でも
排出又は保管する事業場に、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置を義務づけています。1つの事業場で両方の責任者
を設置する場合、特別管理産業廃棄物管理責任者が産業廃棄物管理責任者を兼ねることとなります。

3

　産業廃棄物管理責任者は、産業廃棄物の処理について一定の知識があり、処理に係る事務についての
権限を有しているものが選任されるもので、資格要件はありません。

　特別管理産業廃棄物管理責任者については、以下の資格要件があります。

　条例では、産業廃棄物管理責任者、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、変更又は廃止をしたとき
は、浜松市に報告することを義務付けています。

産業廃棄物管理責任者の資格

最大積上高

60cm以上

60cm
以上

許可証

⑩
⑪
⑫

　保管場所には周囲に囲いを設置しなくてはなりませ
ん。さらに、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業
廃棄物、水銀含有ばいじん等を保管する場合、その他
の廃棄物と混合しないように仕切り等を設置する必要
があります。
　また、廃棄物の保管場所である旨の表示は、大きさ
が縦横各６０ｃｍ以上で、次の事項が記載されている
ことが必要です。

・（特別管理）産業廃棄物の保管場所である旨
・保管する（特別管理）産業廃棄物の種類（石綿含有
産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ば
いじん等が含まれる場合はその旨）
・保管場所の管理者の氏名又は名称および連絡先
・屋外において容器を用いずに保管する場合は、積み
上げ上限の高さ
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処理処理

処理

処理

処理

処理

事業者は、必要事項を記入したＡ～Ｅ票を収集運搬業者に交付し、収集運搬業者に「運搬の受託」欄
を記載させたＡ票の返却をうけ、これを保管します。

収集運搬業者は、運搬終了年月日を記載し、Ｂ１～Ｅ票を中間処理業者に渡します。中間処理業者に
より「処分の受託」欄が記載されたＢ１、Ｂ２票を回収し、Ｂ２を事業者に返送して運搬終了を報告し
ます。Ｂ１票は収集運搬業者が保管します。

中間処理業者は、必要事項を記入したＡ～Ｅ票を収集運搬業者に交付し、収集運搬業者に「運搬の受
託」欄を記載させたＡ票の返却をうけ、これを保管します。

中間処理業者は、破砕・焼却等の中間処理終了後、処分終了年月日を記載し、C２票を収集運搬業者に
返送、D票を事業者に返送して処分終了を報告します。C１票は中間処理業者が保管します。

中間処理業者は、2次マニフェストのＥ票の返送を受けて最終処分終了を確認し、一次マニフェストの
Ｅ票に最終処分終了年月日を記入して事業者に返送します。

収集運搬業者は、運搬終了年月日を記載し、Ｂ１～Ｅ票を最終処分業者に渡します。最終処分業者に
より「処分の受託」欄に記載されたＢ１、Ｂ２票を回収し、Ｂ２を中間処理業者に返送して運搬終了を
報告します。Ｂ１票は収集運搬業者が保管します。

　事業者は、毎年6月30日までに、下記の期間において、交付した管理票の内容について管理票交付等状
況報告書を作成し、浜松市に報告を行うことが義務付けられています。

　　　　【対象期間】前年度４月１日から３月３１日までの１年間

　　　　【提出期限】６月３０日

　　　　【報告内容】・報告を行う事業者の住所、会社名及び代表者氏名、電話番号

　　　　　　　　　　・事業場の名称、所在地、業種（日本標準産業分類の中分類）

　　　　　　　　　　・産業廃棄物の種類、排出量（トン）

　　　　　　　　　　・マニフェストの交付枚数

　　　　　　　　　　・運搬受託者の許可番号、会社名、運搬先の住所

　　　　　　　　　　・処分受託者の許可番号、会社名、運搬先の住所

　　　　　　　　　　※電子マニフェスト利用分は、報告不要です。

管理票交付者の報告書ウ

情報処理センター

　電子マニフェストの導入により、「事務処理の効率化」を図ることができるとともに、「データの透明性」

が確保され、「法令の遵守」を徹底することが出来ます。

　紙マニフェストと比較した場合、電子マニフェスト利用分については、様式第３号（法施行規則第８条の

２７関係）による管理票交付者の報告書（前ページ ウ）を情報処理センターが行うため、事業者自らの報告

が不要、マニフェストの保存が不要、産業廃棄物の処理状況の確認が容易などのメリットがあります。

処理

処理

処理処理 処理 処理

処理

2

電子マニフェスト制度のメリットア

　2020 年 4 月 1 日より、前々年度の特別管理産業廃棄物（PCB 廃棄物を除く）の発生量が 50 トン以上の事

業場を設置している事業者が当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合

に、電子マニフェストの使用が義務化されます。（一部例外有り）

　電子マニフェストの使用には事前に情報処理センターへの加入や電子マニフェスト対応業者との契約

が必要です。

電子マニフェストの一部義務化イ
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出典：環境省

　一定規模以上の産業廃棄物処理施設を設置する場合には、都道府県知事又は政令市長の許可を受けなけれ
ばなりません。

◎許可が必要な産業廃棄物処理施設

廃水銀等の硫化施設

廃石綿又は石綿含有産業廃棄物の
溶融施設

遮断型処分場

管理型処分場

安定型処分場

11 12

1文字140pt（5㎝角）以上

1文字90pt（3.2㎝角）以上

1文字90pt（3.2㎝角）以上

産業廃棄物を運搬する車両の表示および書面の備付（携帯）義務

処理能力10m3/日を超えるもの

処理能力10m3/日を超えるもの 天日乾燥は100m3/日を超えるもの

PCB汚染物及びPCB処理物で
あるものを除く

PCB汚染物及びPCB処理物で
あるものを除く

3,5,8,12を除く

海洋汚染防止法第3条第14号の
廃油処理施設を除く

海洋汚染防止法第3条第14号の
廃油処理施設を除く

処理能力50m3/日を超えるもの

処理能力5t/日を超えるもの

処理能力5t/日を超えるもの

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

すべてのもの

処理能力10m3/日を超えるもの

処理能力1m3/日を超えるもの

処理能力5m3/日を超えるもの

処理能力200kg/時を超えるもの

処理能力200kg/時を超えるもの

処理能力100kg/日を超えるもの

火格子面積2m2以上のもの

火格子面積2m2以上のもの

火格子面積2m2以上のもの

処理能力200kg/時以上のもの

火格子面積2m2以上のもの
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